
掲示期間 7.1-7.10 

 

新潟市告示第３９８号 

 

黒埼市民会館及び黒埼地区公民館並びに西新潟市民会館及び小針青山公民館 

使用料の徴収業務の委託について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により、黒埼市

民会館及び黒埼地区公民館並びに西新潟市民会館及び小針青山公民館使用料の徴収業務を

次のとおり委託したので、同施行令第１５８条第２項の規定により、下記のとおり告示す

る。 

 

令和５年７月１日 

 

新潟市長  中原 八一 

 

記 

 

１ 徴収業務を行う施設 

黒埼市民会館及び黒埼地区公民館（新潟市西区鳥原９０９番地１） 

西新潟市民会館及び小針青山公民館（新潟市西区小針２丁目２４番１号） 

 

２ 徴収業務受託者 

新潟市東区石山１丁目３番３号 

株式会社 北日本ビルサービス 

代表取締役  鈴木 勝彦 

 

３ 徴収業務委託期間 

令和５年７月１日から令和８年６月３０日まで 


